
宿泊税電子手続きのご案内
（ ：地方税ポータルシステム）

宮 城 県
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本資料は宿泊税に関する電子手続きを簡易的に説明した資料です。

手続きの詳細は、Ｐ.９のリンクから操作マニュアル等をご確認ください。



ｅＬＴＡＸで可能な手続き

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

登録・届出 電子申告 電子納付

地方税共同機構が運営するｅＬＴＡＸでは、

主に以下の電子手続きが可能です。
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手続きのフロー

事前準備
（環境確認など）

利用者IDの取得
（施設ごと）

登録・届出
（未手続の場合）

電子申告・納付
（原則、毎月）

PCdesk
（WEB版）

PCdeskNEXT
申告:PCdeskNEXT

納付:PCdesk(WEB版・DL版)

※実施したい手続きによって使用システムが変わります。

3



事前準備

【パソコン環境の準備】

必要なパソコン環境とお使いのパソコン環境の確認

【電子証明書の準備】

なりすましやデータの改ざんを防ぐための電子証明書の添付

【署名用プラグインのインストール】

電子証明書を使用して署名するためのプラグインのインストール

ｅＬＴＡＸのＨＰを参考に以下の事前準備を行ってください。

ｅＬＴＡＸのＨＰリンク

4

https://www.eltax.lta.go.jp/


利用者ＩＤの取得

宿泊税では

施設ごとの利用者ＩＤ

の取得が必要です

宿泊税

通常のｅＬＴＡＸ利用

１法人で３施設運営

３つのＩＤ取得

１法人＝１つのＩＤ

１

２

３

４

ＰＣｄｅｓｋ(ＷＥＢ版)  利用届出(新規)  納税者

提出先選択 地域-東北、都道府県-宮城県-地方公共団体-宮城県

利用者情報入力
＜法人の場合＞

施設名の入力のため「本店・支店の別」は必ず「支店」を選択

「事業所名」以下は宿泊施設の名称や郵便番号等を記入

提出先・手続き情報 利用税目-宿泊税、提出先事務所-P.6参照 

＜個人住所と施設所在地が異なる場合＞

「利用者情報の住所又は所在地とは異なる情報を入力する。」を選択

５ 電子署名付与（「利用者情報入力」で「関与税理士有り」を選択した場合に表示）

特別徴収義務者自身が申告等する場合は、「電子署名付与」を押下

新 規 取 得 の 手 続 き （ 利 用 届 出 ）

使用システム：ＰＣｄｅｓｋ（ＷＥＢ版）
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利用者ＩＤの取得

１

２

３

４

ＰＣｄｅｓｋ（ＷＥＢ版） 

提出先・手続き変更 右下の「追加」を押下

提出先 地域-東北、都道府県-宮城県-地方公共団体-宮城県

申告税目 申告税目-宿泊税

５ 追加提出先 課税地(宿泊施設所在地)、事業所名(宿泊施設名)を入力

ＩＤ取得済みの場合の手続き（申告税目の追加）
管 轄 の 県 税 事 務 所

大河原県税事務所

仙台南県税事務所

仙台北県税事務所

塩釜県税事務所

北部県税事務所

東部県税事務所

気仙沼県税事務所

〒989-1243

大河原町字南129-1

0224-53-3130

〒982-0011

仙台市太白区長町七丁目22-20

022-248-2961

〒981-8510

仙台市青葉区堤通雨宮町4-17

022-275-9117

〒985-0024

塩竈市錦町5-28

022-365-4191

〒989-6117

大崎市古川旭四丁目1-1

0229-91-0705

〒986-0850

石巻市あゆみ野五丁目7番地

0225-95-1446

〒988-0181

気仙沼市赤岩杉ノ沢47-6

0226-24-2530

白石市、角田市、蔵王町、七ヶ宿町、

大河原町、村田町、柴田町、川崎町、丸森町

名取市、岩沼市、亘理町、山元町

富谷市、大和町、大郷町、大衡村

塩竈市、多賀城市、松島町、七ヶ浜町、

利府町

栗原市、大崎市、色麻町、加美町、涌谷町、

美里町

石巻市、登米市、東松島市、女川町

気仙沼市、南三陸町

事務所名 住所・電話番号 管轄市町村

使用システム：ＰＣｄｅｓｋ（ＷＥＢ版）
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登録・届出

１

２

３

４

ＰＣｄｅｓｋＮＥＸＴ

【宿泊税】特別徴収義務者登録申請書 宿泊税特別徴収義務者登録義務免除届出書の場合もこちらから進んでください

電子署名環境の確認

提出先選択 地域-東北、都道府県-宮城県、地方公共団体-宮城県、区・事務所-P.6参照

５ 登録申請書の入力

【特別徴収義務者情報】ー証票番号・・・入力不要

個人番号・・・個人経営のみ記入

【施設情報】ーーーーーー施設番号・・・入力不要

床面積・・・・入力不要

【共同事業者情報】ーーー該当する場合のみ記入

【送付先情報】ーーーーー県から資料を送付する際の送付先を記入してください。

【管理業者情報】ーーーー民泊において該当する場合のみ記入

【備考】ーーーーーーーー1人1泊あたり6,000円以上の宿泊がない登録義務免除対象宿泊施設は「免税点未満のみ」と記入してください。

【添付書類】ーーーーーー①「旅館業営業許可書の写し」又は「住宅宿泊事業に係る届出番号通知書の写し」

②宿泊料金が分かる書類(ホームページの写しなど)

③口座番号が分かる書類(1人1泊6,000円以上の宿泊がある場合のみ)

使用システム：ＰＣｄｅｓｋＮＥＸＴ
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既に書面手続きを行った場合

ｅＬＴＡＸでの手続きは不要です。



電子申告

１

２

３

４

ＰＣｄｅｓｋＮＥＸＴ

【宿泊税】納入申告書（定額）
特例申告の場合は「【宿泊税】納入申告書_特定申告（定額）」を選択

提出先選択
地域-東北、都道府県-宮城県、地方公共団体-宮城県、区・事務所-P.6参照

申告情報の入力 

 入力のほか月計表を添付してください。

「施設番号」は、証票に記載の９桁の番号を記入してください。

５ 電子署名の付与

使用システム

ＰＣｄｅｓｋＮＥＸＴ
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電子納付

１

２

３

４

ＰＣｄｅｓｋ（ＤＬ版・ＷＥＢ版）

納税メニュー

電子申告連動

納付情報発行依頼の確認・納付

５ 納付方法の選択

使用システム

ＰＣｄｅｓｋ(ＤＬ版・ＷＥＢ版)



お問い合せ
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手続きの詳細は、ｅＬＴＡＸのホームページをご確認ください。

 マニュアルコーナー( https://www.eltax.lta.go.jp/support/manual/ )

 ＰＣｄｅｓｋ準備マニュアル( https://www.eltax.lta.go.jp/documents/00055 )

 ＰＣｄｅｓｋ(ＷＥＢ版)ガイド( https://www.eltax.lta.go.jp/documents/00058 )

 ＰＣｄｅｓｋＮＥＸＴガイド( https://www.eltax.lta.go.jp/documents/08930 )

https://www.eltax.lta.go.jp/support/manual/
https://www.eltax.lta.go.jp/documents/00055
https://www.eltax.lta.go.jp/documents/00058
https://www.eltax.lta.go.jp/documents/08930
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